
 

決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２０年９月１日 月曜日 午前１１時２３分開会 

髙  橋  孝  夫  委員長   谷  口  栄  子  副委員長 

 

出 席 委 員 （１６名） 

 

  １番  竹  田  博  一  委員    ２番  鈴  木  悟  司  委員 

  ３番  我  妻     昇  委員    ４番  大 道 寺         信  委員 

  ５番  谷  口  栄  子  委員    ６番  蒲  生  光  男  委員 

  ７番  町  田  義  昭  委員    ８番  安  部     隆  委員 

  ９番  渋  谷  佐  輔  委員   １０番  髙  橋  孝  夫  委員 

 １２番  藤  原  民  夫  委員   １３番  鈴  木  良  雄  委員 

 １４番  小  関  勝  助  委員   １５番  鈴  木  武  次  委員 

 １６番  鈴  木  新  助  委員   １７番  蒲  生  吉  夫  委員 

 

欠 席 委 員 （０名） 
＋

 

説 明 の た め 出 席 し た 者                            

 

 内 谷 重 治  市      長       新 野   潔  副 市 長         

          総務課長兼選挙管 

 飯 澤 常 雄  理委員会事務局長       平   英 一  財 政 課 長         

 遠 藤 健 司  企 画 調 整 課 長               松 木 英 司  税 務 課 長         

 浅 野 敏 明  市 民 課 長               中 井   晃  健 康 課 長         

 船 山 祐 子  福 祉 事 務 所 長               髙 橋 信 夫  会計管理者兼会計課長 

 矢久保   浩  消 防 主 幹               飯 田 武 志  監 査 委 員         

 田 中 勝 男  教 育 委 員 長               大 滝 昌 利  教 育 長         

 遠 藤 誠 一  選挙管理委員会委員長       鈴 木 榮 一  農業 委 員 会会 長         

 遠 藤 正 明  農 林 課 長               齋 藤 理喜夫  商 工 観 光 課 長         

 鈴 木 一 則  建 設 課 長               平   進 介  管 理 課 長         

 那 須 宗 一  文化生涯学習課長               鈴 木 要一郎  農業委員会事務局長         

 渡 部 政 明  水 道 事 業 所 長               佐 藤 孝 博  学校給食共同調理場長         

 青 木 邦 彦  監査委員事務局長 

 

―１４３― 



 

＋

事 務 局 職 員 出 席 者                            

 

 松 本   弘  議 会 事 務 局 長               小 関 浩 幸  補 佐                  

 五十嵐 恵美子  庶 務 係 長               塚 田 知 広  主      任 

 

本日の会議に付した事件 

 

 委員長の互選 

 副委員長の互選 

 

 

＋ ＋

―１４４― 

＋



 

○鈴木武次臨時委員長 ご異議なしと認めます。 ○松本 弘議会事務局長 ご連絡いたします。決

算特別委員会が設置されましたので、ただいま

から決算特別委員会を開会いただき、正副委員

長の互選を行っていただきますが、委員会条例

第10条第２項の規定によりまして、臨時委員長

は年長委員がその職務を行うことになっており

ますので、臨時委員長には鈴木武次委員をお願

いいたします。 

 よって、指名の方法は、臨時委員長において

指名することに決定いたしました。 

 決算特別委員会委員長には、さきの議会運営

委員会において内定を見ております髙橋孝夫委

員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま臨時委員長にお

いて指名いたしました髙橋孝夫委員を委員長の

当選人と定めることにご異議ございませんか。  鈴木武次委員のご登壇をお願いいたします。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○鈴木武次臨時委員長 ご異議なしと認めます。  

   開     会  よって、ただいま指名いたしました髙橋孝夫

委員が決算特別委員会委員長に当選されました。  

 以上で臨時委員長の職務は終わりました。  

 ここで委員長と交代いたします。ご協力あり

がとうございました。 

○鈴木武次臨時委員長 それでは、委員会条例第

10条第２項の規定により、私が委員長の職務を

行います。 ○髙橋孝夫委員長 一言ごあいさつを申し上げま

す。  定足数に達しておりますので、これより決算

特別委員会を開会いたします。  私、議員になってから決算審査をするのは今

回で18度目となります。18度目にして初めて決

算特別委員長。 

 ＋
 

 委員長の互選 （「おめでとう」の声あり） 

○髙橋孝夫委員長 いや、おめでとうでもなく、

しろということでございます。 

 

 

 よく「決算はもう終わってしまったんだか

ら」という声もありますけれど、しかし決算と

いうのは、審査というのは大事だと私はずっと

思ってまいりましたし、そのことは今も確信を

しています。過去にやったことに教訓を導き出

して、そしてやっぱりこれからの教訓としてい

くということは極めて大切なことだと思います。

特に平成19年度決算というのは、「財政危機脱

出元年」の決算でもあるわけです。そこのとこ

ろをぜひお互いに委員の共通点にして、私も及

ばずながら頑張ってまいる決意でございますの

で、議事進行については特段のご協力をお願い

を申し上げる次第でございます。よろしくお願

いします。 

○鈴木武次臨時委員長 直ちに委員会条例第９条

の規定により、委員長の互選を行います。 

 お諮りいたします。互選の方法につきまして

は、会議規則第119条第５項の規定により、指

名推選の方法により行いたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木武次臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、指名推選の方法により行うことに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法につきまして

は、臨時委員長において指名することにいたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

―１４５― 



 

＋

○髙橋孝夫委員長 それでは、次の委員会は、来

る12日午前10時より開催することといたします。 

 

 

 副委員長の互選  本日はこれをもって散会いたします。 

 ご協力ありがとうございました。  

  

 ○髙橋孝夫委員長 それでは、これより副委員長

の互選を行います。     午前１１時２８分 散会 

  お諮りいたします。互選の方法につきまして

は、会議規則第119条第５項の規定により、指

名推選の方法により行いたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙橋孝夫委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、指名推選の方法により行うことに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法につきまして

は、委員長において指名することにいたしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

＋ ＋○髙橋孝夫委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、指名の方法は、委員長において指名

することに決定いたしました。 

 決算特別委員会副委員長には、さきの議会運

営委員会において内定を見ております谷口栄子

委員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま委員長において

指名いたしました谷口栄子委員を副委員長の当

選人と定めることにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙橋孝夫委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました谷口栄子

委員が決算特別委員会副委員長に当選をされま

した。 

 

 

   散     会 

 

 

―１４６― 

＋


